
�愛媛県告示第２２５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、松山市長から次のとおり町の区域を新たに画する旨

の届出があった。

上記の処分は、平成１６年１月２６日から効力を生ずる。
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愛媛県知事 加 戸 守 行

別図１の区域をもって別図２のとおり町の区域を新たに画

する。
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別図１

実施区域及び現町界町名図

愛 媛 県 報平成１５年１２月１２日 第１５１７号

１２３４



別図２

新町界町名図
（新町界は、別表のとおり）

町界は、南北線は東側の側線
東西線は南側の側線

愛 媛 県 報平成１５年１２月１２日 第１５１７号

１２３５



別 表

�������
�愛媛県告示第２２５３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び新

居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する

。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設に関する事項

� 電解めっき設備��

新町の名称 新 町 の 区 域

和泉北四丁
目

市道石井１６７号線の北側線、小野川の南側線、和泉４２９の西側筆界線の北側延長線、小野川の中心線、石手川の南側線、主要地方
道松山・伊予線の東側線、市道石井２７４号線の東側線、和泉６２０の６に隣接する道路である国有地の東側線、和泉６０４の４の北側
筆界線、和泉６０４の１７の北側筆界線、和泉６０４の１６の北側筆界線、和泉６０４の１の北側筆界線、和泉６０４の７の北側筆界線、和泉
６０４の８の北側筆界線、和泉６０４の９の北側筆界線、市道石井４２号線の東側線、市道石井５１号線の南側線、市道石井５１号線の東側
線、市道石井５１号線の南側線及び市道千舟町古川線の西側線で囲まれた区域

和泉南一丁
目

和泉２２の１、２２の６、２３の２、２３の９から２３の１２まで、２３の１４及び２３の１７に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井３４６号
線の東側線、和泉１８の１から１８の４まで及び２１の１に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の南側線、和泉１６の
１、１７の１及び１７の２に隣接する道路である国有地の南側線、市道石井２１７号線の南側線、市道石井３００号線の南側線、市道石井
３００号線の東側線、市道石井３００号線の南側線、和泉１５０の１及び１５１の１に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国
有地の南側線、主要地方道松山・伊予線の東側線、市道石井１６７号線の北側線、市道石井３４３号線の東側線並びに和泉２３の２及び
２４の２に隣接する水路である国有地の東側線で囲まれた区域

和泉南二丁
目

和泉１の１、４の３及び５の３に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井２１４号線の南側線、和泉１００の１の南側筆界線、
和泉１０４の８の南側筆界線、和泉１０４の９の南側筆界線、和泉１０５の１の南側筆界線、和泉１０６の１の南側筆界線、和泉１０７の１
の南側筆界線、和泉１０８の１の南側筆界線、和泉１０９の１の南側筆界線、和泉１１０の１の南側筆界線、和泉１１１の１の南側筆界線
、和泉１６７の１、１６７の６、１６８及び１６９の１に隣接する道路である国有地の南側線、主要地方道松山・伊予線の東側線、和泉１
５０の１及び１５１の１に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井３００号線の南側線、市道石井３
００号線の東側線、市道石井３００号線の南側線、市道石井２１７号線の南側線、和泉１６の１、１７の１及び１７の２に隣接する道路である
国有地の南側線、和泉１８の１から１８の４まで及び２１の１に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の南側線並びに
市道石井３４６号線の東側線で囲まれた区域

和泉南三丁
目

市道石井１９７号線の南側線、市道石井１９８号線の南側線、和泉４２９の西側筆界線、小野川の南側線及び主要地方道松山・伊予線の
東側線で囲まれた区域

和泉南四丁
目

市道石井１８２号線の南側線、市道石井１４６号線の南側線、市道石井３０５号線の南側線、和泉３４６の１、３４６の７、３４７の２、３４８
の２及び３５１の２に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉３５２の２に隣接する水路である国有地
に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉３５６の３及び３５７の５に隣接する水路である国有地に隣
接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井１９１号線の東側線、市道石井１９６号線の南側線、和泉３
６４の１の西側筆界線、和泉３６４の８の西側筆界線、和泉３６６の西側筆界線、和泉３６７の６の西側筆界線、和泉３６７の７の西側筆界
線、和泉３６９の西側筆界線、和泉４２６の１の西側筆界線、和泉４２６の６の西側筆界線、和泉４２６の３の西側筆界線、和泉４２８の西
側筆界線、市道石井１９８号線の南側線、市道石井１９７号線の南側線並びに主要地方道松山・伊予線の東側線で囲まれた区域

和泉南五丁
目

和泉２３９、２４０の１、２４１の１、２４２の２、２４３の１、２４４の３、２４４の５、２４４の６、２４５の３、２４６の１、２４７の３、２４８の
１及び２４８の４に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉２３５の２、２３５の６、２３６の１、２３６の
２、２３６の８、２３７及び２３８に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井１５２号線の南側線、市道石井１９６号線の南側線、市
道石井１９６号線の西側線、市道石井１９６号線の南側線、市道石井１９１号線の東側線、和泉３５６の３及び３５７の５に隣接する水路で
ある国有地に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉３５２の２に隣接する水路である国有地に隣接
する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉３４６の１、３４６の７、３４７の２、３４８の２及び３５１の２に隣接
する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、市道石井３０５号線の南側線、市道石井１４６号線の南側線、市道石井
１８２号線の南側線並びに主要地方道松山・伊予線の東側線で囲まれた区域

和泉南六丁
目

市道石井２４３号線の南側線、古川町８９１の１の西側筆界線、和泉１７７の２の西側筆界線、和泉１７８の１３の南側筆界線、和泉１７８の
１３の西側筆界線、和泉１７８の１４の西側筆界線、和泉１７８の１７の西側筆界線、和泉１９２の２及び１９３に隣接する道路である国有地に
隣接する水路である国有地の南側線、和泉１８０の５から１８０の７までに隣接する道路である国有地の東側線、和泉１８０の４、１８０
の５、１８１、１８２の１、１８２の３、１８２の４、１８２の８及び１８２の９に隣接する道路である国有地の南側線、和泉２１４から２１８ま
でに隣接する道路である国有地の南側線、和泉２１８の西側筆界線、市道石井１５２号線の西側線、市道石井１５２号線の南側線、和泉
２３５の２、２３５の６、２３６の１、２３６の２、２３６の８、２３７及び２３８に隣接する水路である国有地の南側線、和泉２３９、２４０の１
、２４１の１、２４２の２、２４３の１、２４４の３、２４４の５、２４４の６、２４５の３、２４６の１、２４７の３、２４８の１及び２４８の４に隣
接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線並びに主要地方道松山・伊予線の東側線で囲まれた区域

朝生田町六
丁目

市道石井１６７号線の北側線、市道千舟町古川線の西側線、町の新設前の朝生田町と朝生田町六丁目の町界線及び町の新設前の朝生
田町と朝生田町五丁目の町界線で囲まれた区域

古川西一丁
目

町の新設前の古川町と古川西一丁目の町界線、和泉１８０の５から１８０の７までに隣接する道路である国有地の東側線、和泉１９２の
２及び１９３に隣接する道路である国有地に隣接する水路である国有地の南側線、和泉１７８の１７の西側筆界線、和泉１７８の１４の西側
筆界線、和泉１７８の１３の西側筆界線、和泉１７８の１３の南側筆界線、和泉１７７の２の西側筆界線並びに古川町８９１の１の西側筆界線
で囲まれた区域

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第６６号 電気めっき施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１００メートル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

愛 媛 県 報平成１５年１２月１２日 第１５１７号

１２３６



� 銅ポリ除害塔

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１汚水処理施設

� �２汚水処理施設

使用開始の予定年月日 完成後翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２～５

最大 ２～５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９

最大 １１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３５７

最大 ４０８

備考 �２、�３排水処理施設で処理する。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 ０

備考 循環使用のため系外排出なし

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６２号 ホ廃ガス洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり６０ノルマル立方メートル
処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後約２ヶ月

使用開始の予定年月日 完成後翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０～１２

最大 １０～１２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７

最大 ８

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 中和＋凝集沈殿

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製及びステンレス製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
中和槽：直径１．５５メートル 高さ２．０

メートル×２基
凝集槽：直径１．８メートル 高さ２．４

メートル×２基
ろ過器：縦１．０メートル 横１．０メー

トル 長さ４．９メートル
�調整槽：直径１．５メートル 高さ２

．０メートル×２基

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和＋凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１０

最大 １～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．４

最大 ８．３

通常 ７．４

最大 ８．３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１

最大 １１

通常 １１

最大 １１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １

通常 １未満

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６６２

最大 ７９８

通常 ６６２

最大 ７９８

設 置 年 月 日 平成１３年８月３１日
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� �３汚水処理施設

� �４汚水処理施設

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 中和方式

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
�調整槽：直径１．５メートル 高さ１

．６メートル
�調整槽：直径１．９メートル 高さ２

．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 中和方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～１０

最大 １～１０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７．５

最大 ８．７

通常 ７．５

最大 ８．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０未満

最大 １０未満

通常 １０未満

最大 １０未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．９

最大 ９．８

通常 ５．９

最大 ９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７８２

最大 ８８５

通常 ７８２

最大 ８８５

再生廃液貯槽：直径２．９メートル 高
さ６．５メートル

ろ過器：縦１．０メートル 横１．０メー
トル 長さ４．９メート
ル×２基

ろ過器：縦０．３９メートル 横０．３９メー
トル 長さ０．６３メート
ル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，２００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 イオン交換＋ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ２．５～３．５

最大 ２．５～３．５

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．１

最大 ７．７

通常 ６．１

最大 ７．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２５０

通常 ５０

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２８

通常 １６

最大 ２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０１１

最大 ２，２８７

通常 ２０９

最大 ２２０

設 置 年 月 日 平成１３年８月３１日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 イオン交換＋ろ過

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
純水製造装置：縦４．０メートル 横２

．０メートル 高さ２．８
メートル

純水製造装置：縦６．８メートル 横２
．０メートル 高さ２．５
メートル×２基

原水槽：直径２．３メートル 高さ３．３
メートル

原水槽：直径２．７メートル 高さ３．７
メートル

再生廃液貯槽：直径２．８５メートル 高
さ５．５メートル

再生廃液貯槽：直径２．９４メートル 高
さ５．２メートル×２基

設 置 年 月 日 平成１３年５月１５日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理＋物理処理

処 理 施 設 の 型 式 蒸留＋中和＋ろ過

処 理 施 設 の 構 造 ポリエチレン製他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
塩化カルシウム溶解槽：直径１．３メー

トル 高さ１．６メート
ル

次亜塩素酸ソーダ槽：直径２．８メート
ル 高さ３．７メートル

処理槽用チラー：直径２メートル 高
さ０．７５メートル×２基

廃液処理槽：直径２．６メートル 高さ
３．４メートル×６基

遠心分離機：バスケット ３６インチ×
２基

排液中継槽：直径２．６５メートル 高さ
３．５メートル×２基

除害塔：縦４メートル 横２．８メート
ル 縦７メートル

原水貯槽：直径２．９４メートル 縦５．２
メートル

アンモニア蒸留塔：直径２メートル
高さ１７メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル処理
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

�������
�愛媛県告示第２２５４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び新居浜市役所において告示の

日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 福島 孝一

２ 工場・事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社磯浦工場

新居浜市磯浦町１７番３号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２７号イ及びヌ、第６２号イ及びホ、第６５号並びに第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用方法及び排出水の汚染状態及び量の変更

５ 特定施設に関する事項

無電解めっき設備��

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� �２汚水処理施設

� �３汚水処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 蒸留＋中和＋ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～１１

最大 ５～１１

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３２

最大 ３３

通常 ８．５

最大 ８．７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 １０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 ６５０

通常 ３４．３

最大 ４３．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７６９

最大 ９４１

通常 ７６９

最大 ９４１

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 ７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４

最大 １８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，８８０

最大 ３，４４５

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

変 更 前 変 更 後

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２０時間 ２４時間

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７３

最大 ７８

通常 １４３

最大 １５４

備考 �２排水処理施設で処理する。

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７８８

最大 ８９３

通常 ７８２

最大 ８８５

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １９８

最大 ２０９

通常 ２０９

最大 ２２０

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，８８６

最大 ３，４５３

通常 ２，８８０

最大 ３，４４５

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。
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�愛媛県告示第２２５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地が次のように変更された。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 社会福祉法人新宮村社会福

祉協議会 宇摩郡新宮村新宮５０番地 平成１５年１１月５日

越智今治農業協同組合 今治市北宝来町一丁目１番
地５

ＪＡおちいまばりデイサー
ビスセンター元気伯方

越智郡伯方町叶浦１６６６番地
４ 平成１５年１０月８日

医療法人河辺整形外科 伊予郡松前町浜８５８ グループホーム浜っ子 伊予郡松前町浜８５８ 平成１５年１１月７日

有限会社アンジェロ 松山市別府町３－２７ こころ 伊予郡松前町大間２２５ 平成１５年１１月１１日

株式会社セフティ 伊予郡松前町筒井９３３番地
１ 株式会社セフティ 伊予郡松前町筒井９３３番地

１ 平成１５年１１月１７日

有限会社ナイスデイ 上浮穴郡久万町直瀬甲３９７４
番地６ デイサービスセンター直瀬 上浮穴郡久万町直瀬甲３９７４

番地６ 平成１５年１０月２９日

有限会社梅田介護サービス 南宇和郡御荘町平城２７１４番
地 有限会社梅田介護サービス 南宇和郡御荘町平城２７１４番

地 平成１５年１０月１４日

特定非営利活動法人皐月 今治市松本町四丁目６番地
４号 グループホームさつき 今治市泉川町一丁目１番２９

号 平成１５年１０月１７日

社会福祉法人まこと 伊予三島市豊岡町大町字東
原２７８６番地２

デイサービスセンターしあ
わせの家

伊予三島市豊岡町大町字東
原２７８６番地２ 平成１５年１０月２２日

社会福祉法人まこと 伊予三島市豊岡町大町字東
原２７８６番地２

ショートステイしあわせの
家

伊予三島市豊岡町大町字東
原２７８６番地２ 平成１５年１０月２２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会

（変更後）
宇摩郡新宮村新宮５０番地

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会

（変更後）
宇摩郡新宮村新宮５０番地

平成１５年１１月４日
（変更前）
宇摩郡新宮村新宮１０９６番地
３

（変更前）
宇摩郡新宮村新宮１０９６番地
３
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�愛媛県告示第２２５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地及び居宅介護支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所の所在地が次のように変更された。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスン愛媛福祉

用具センター
東宇和郡宇和町卯之町２－
３０７ 平成１５年８月２０日

（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスン宇和町ケ

アセンター
東宇和郡宇和町卯之町２－
３０７ 平成１５年８月２０日

（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスン八幡浜ケ

アセンター 八幡浜市浜田町１３５５－２６ 平成１５年８月２０日
（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスンにいはま

ケアセンター 新居浜市宮西町４－４ 平成１５年８月２０日
（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスン四国中央

ケアセンター
川之江市上分町３５８番地１
メゾン興陽１０５号 平成１５年８月２０日

（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会

（変更後）
宇摩郡新宮村新宮５０番地

社会福祉法人新宮村社会福
祉協議会

（変更後）
宇摩郡新宮村新宮５０番地

平成１５年１１月４日
（変更前）
宇摩郡新宮村新宮１０９６番地
３

（変更前）
宇摩郡新宮村新宮１０９６番地
３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン

（変更後）
東京都港区六本木六丁目１０
番１号 株式会社コムスン八幡浜ケ

アセンター 八幡浜市浜田町１３５５－２６ 平成１５年８月２０日
（変更前）
東京都港区六本木四丁目８
番５号
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�愛媛県告示第２２６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６２号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

森 岡 雄 宇摩郡土居町上野甲１１９６－
１ 上野診療所 宇摩郡土居町上野甲１１９６－

１ 平成１５年３月７日

森 岡 雄 新居浜市多喜浜５３ 森岡医院 新居浜市多喜浜５３ 平成１５年３月７日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン新居浜ケ
アセンター

新居浜市西原町二丁目２－
１１２ 平成１２年７月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン西条ケア
センター 西条市喜多川１７５－１ 平成１３年１月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン大洲ケア
センター 大洲市東大洲２３ 平成１２年７月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン川之江ケ
アセンター 川之江市妻鳥町２０４７－１ 平成１３年１月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン伊予ケア
センター 伊予市米湊７１０－１ 平成１２年９月３０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン壬生川ケ
アセンター 東予市三津屋南９－３ 平成１２年９月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン新居浜ケ
アセンター

新居浜市西原町二丁目２－
１１２ 平成１２年７月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン西条ケア
センター 西条市喜多川１７５－１ 平成１３年１月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン大洲ケア
センター 大洲市東大洲２３ 平成１２年７月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン川之江ケ
アセンター 川之江市妻鳥町２０４７－１ 平成１３年１月３１日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン伊予ケア
センター 伊予市米湊７１０－１ 平成１２年９月３０日

株式会社コムスン 東京都港区六本木四丁目８
番５号

株式会社コムスン壬生川ケ
アセンター 東予市三津屋南９－３ 平成１２年９月３０日
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�愛媛県告示第２２６３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６４号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を

廃止した旨の届出があった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６５号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２６７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１０２１３０ 社会福祉法人旭川荘 岡山県岡山市祇園地
先 江 草 安 彦 児童短期入所 南愛媛療育センター 北宇和郡広見町大字

永野市１６０７
平成１５年
１２月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１３６１３９ 社会福祉法人旭川荘 岡山県岡山市祇園地
先 江 草 安 彦 知的障害者短

期入所 南愛媛療育センター 北宇和郡広見町大字
永野市１６０７

平成１５年
１２月１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００７７１３４ 国立療養所南愛媛病院
北宇和郡広見町大字
永野市１６０７ 赤 松 興 一 児童短期入所 国立療養所南愛媛病

院
北宇和郡広見町大字
永野市１６０７

平成１５年
１１月３０日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００９９１３９ 国立療養所南愛媛病院
北宇和郡広見町大字
永野市１６０７ 赤 松 興 一 知的障害者短

期入所
国立療養所南愛媛病
院

北宇和郡広見町大字
永野市１６０７

平成１５年
１１月３０日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸・音声又は言語機能障害

内 科 喜 多 嶋 診 療 所 三 好 明 宏 越智郡伯方町木浦甲３４４９ 平成１５年
１２月１日

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１５年１２月１２日 第１５１７号

１２４３



�������
�愛媛県告示第２２６９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２７０号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補

償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要

件に適合すると認めるので、同条第５項において準用する同

法第１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する

。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２７１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第２項の規定に基づき、大洲市東若宮土地区画整

理組合理事長から次のとおり公共測量が終了した旨の通知が

あった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（大洲市東若宮地区土地区画整理

事業出来形確認測量）

２ 作業期間 平成１５年３月２５日から

平成１５年９月３０日まで

３ 作業地域 大洲市若宮・東大洲地域

�愛媛県告示第２２６８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

岩 田 真 治 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４－５－５ 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 平成１５年
１０月１日

宇都宮 裕 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２
－３

社会福祉法人恩賜財団済
生会西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６
９－１

平成１５年
１１月１日

古 田 茂 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大字大平１番耕
地６３８ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２

－３
平成１５年
１１月１日

中 塚 博 貴 社会福祉法人恩賜財団済
生会西条病院

西条市朔日市字榎ヶ坪２６
９－１ 市立八幡浜総合病院 八幡浜市大字大平１番耕

地６３８
平成１５年
１１月１日

渡 部 誠一郎 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４－５－５ 医療法人順天会放射線第
一病院

今治市北日吉町１－１０－
５０

平成１５年
９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立伊予三島
病院 細 川 智 司 伊予三島市中之庄町１６８４－２ 平成

１５年９月３０日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年１２月
１８日

愛媛県
第１２１９
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

苦土炭
酸石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県東宇和
郡城川町大字
田穂１４５６番地
２

平成２１
年１２月
１８日

愛媛県
第１２２０
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

粒状苦
土炭酸
石灰

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県東宇和
郡城川町大字
田穂１４５６番地
２

区 域 区 分

久良区域（久良漁業協
同組合の地区） 主として底びき網を使用して営む漁業
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�愛媛県告示第２２７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大下白潟線
越智郡関前村大字岡村甲２５３４番４から

同大字甲２５６９番１地先まで

旧 ２．８～２４．４ ０．０７７

新 ２．８～２４．４
１１．２～２７．４

０．０７７
０．０６７

〃 〃
越智郡関前村大字岡村甲２５６９番１地先から

同大字甲２５７０番２まで

旧 １２．６～２２．８ ０．０３１

新 １７．２～２２．８ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大下白潟線
越智郡関前村大字岡村甲２５３４番４から

同大字甲２５７０番２まで
平成１５年１２月１２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東１６０９番１から

同町大瀬中央４１８９番２地先まで

旧 ４．５～９．０
１３．５～７４．５

０．２４８
０．１８２

新 １３．５～７４．５ ０．１８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東３９４５番３から

同町大瀬中央４１８９番５まで

平成１５年１２月２５日
１７時
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�愛媛県告示第２２７７号
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項の

規定により、次のとおり土地区画整理組合の事業計画の変更

を認可した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 土地区画整理組合の名称、事務所の所在地及び設立認可

の年月日

� 土地区画整理組合の名称

大洲市東若宮土地区画整理組合

� 事務所の所在地

大洲市大洲６９０番地の１ 大洲市役所内

� 設立認可の年月日

平成１２年４月７日

２ 変更認可の年月日

平成１５年１２月１２日

�������
�愛媛県告示第２２７９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東宇和郡宇和町大字坂戸５７０番１

２ 申請人の住所氏名

東宇和郡宇和町大字稲生２１８番地

株式会社南予都市開発

代表取締役 薬師神 勝

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２２８０号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭

和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し

、告示の日から施行する。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一の項�２の表位置の欄中「今治市共栄町二丁目３番地１
」を「今治市常盤町四丁目２番地１」に改める。

公 告

�公 告

二級建築士試験の合格者について

平成１５年７月６日及び９月２８日に施行した二級建築士試験

の合格者は、次のとおりである。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年１２月１２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７９号
喜多郡内子町大瀬東４２７７番５から

同町大瀬中央３７２１番４まで
平成１５年１２月１２日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５西局丹土（開）第１３号

平成１５年１１月２７日
周桑郡丹原町大字池田６１８番６

松山市石手五丁目２番１０号
渡 部 光 一 郎

１５西局丹土（開）第１４号

平成１５年１１月２７日
周桑郡丹原町大字古田甲７５２番１

周桑郡丹原町大字古田甲１３９８番地
飯 尾 輝 文

受 験 番 号 氏 名 受 験 番 号 氏 名

７Ｃ‐１００１８Ｌ 八 木 真 人 ７Ｃ‐１００７４Ｌ 越 智 一 貴

７Ｃ‐１００９１Ｐ 石 丸 一 佳 ７Ｃ‐１０１４４Ｌ 岩 本 光 生

７Ｃ‐１０１５９Ｍ 新居田 真 理 ７Ｃ‐１０１８７Ｍ 乗 松 忍

７Ｃ‐１０２１５Ｍ 小 原 み お ７Ｃ‐１０２４１Ｋ 武 田 尚 樹

７Ｃ‐１０２５７Ｍ 市 川 真 吾 ７Ｃ‐１０２８５Ｍ 野 村 勝

７Ｃ‐１０３９８Ｎ 山 内 博 文 ７Ｃ‐１０４２７Ｐ 重 森 昌 彦

７Ｃ‐１０４５４Ｎ 田 中 孝 幸 ７Ｃ‐１０５９４Ｎ 越 智 信 仁

７Ｃ‐１０６９２Ｎ 永 山 守 ７Ｃ‐１０７７７Ｐ 竹 村 健太郎
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第６号
愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定による口頭に

よる開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛

媛県教育委員会告示第３号）の一部を次のように改正し、告

示の日から施行する。

７Ｃ‐１０８０４Ｎ 小 野 栄 己 ７Ｃ‐１０８３５Ｙ 黒 田 太 士

７Ｃ‐１０８４７Ｐ 松 岡 一 嗣 ７Ｃ‐１０９０５Ｙ 丸 木 明 人

７Ｃ‐１０９４５Ｐ 水 田 由美子 ７Ｃ‐１０９７３Ｐ 眞 鍋 志

７Ｃ‐１０９８７Ｐ 平 林 圭 司 ７Ｃ‐１１０００Ｎ 兵 藤 隼 人

７Ｃ‐１１０４３Ｐ 渡 部 和 也 ７Ｃ‐１１０４４Ｒ 日 野 義 章

７Ｃ‐１１０５６Ｎ 野 村 明 ７Ｃ‐１１１００Ｒ 梶 原 奈緒子

７Ｃ‐１１１１３Ｐ 横 内 秀 剛 ７Ｃ‐１１１１５Ｙ 中 尾 忍

７Ｃ‐１１１７２Ｋ 相 原 賢 司 ７Ｃ‐１１２１３Ｙ 栗 原 ゆかり

７Ｃ‐１１２２５Ｐ 天 野 孝 ７Ｃ‐１１２８３Ｙ 辰 本 優

７Ｃ‐１１３３９Ｙ 竹 本 洋 二 ７Ｃ‐１１３６９Ｌ 黒 川 友 之

７Ｃ‐１１３９６Ｋ 藤 本 雅 樹 ７Ｃ‐１１４９４Ｋ 井 上 寿 夫

７Ｃ‐１１５３４Ｒ 岡 田 浩 美 ７Ｃ‐１１５３５Ｙ 森 貞 達 夫

７Ｃ‐１１５７７Ｙ 奥 田 勝 ７Ｃ‐１１６６４Ｍ 村 井 美美子

７Ｃ‐１１６７６Ｋ 堀 尾 健 一 ７Ｃ‐１１７４４Ｒ 藤 井 美代子

７Ｃ‐１１７４６Ｋ 吉 村 博 徳 ７Ｃ‐１１８１６Ｋ 土 居 勇 樹

７Ｃ‐１１８７４Ｍ 兼 久 英 子 ７Ｃ‐１１８８４Ｒ 河 上 良 史

７Ｃ‐１１９２８Ｋ 高 橋 朋 子 ７Ｃ‐１１９７０Ｋ 石 元 博 子

７Ｃ‐１１９７１Ｌ 西 原 直 登 ７Ｃ‐１２０１２Ｋ 横 田 雅 央

７Ｃ‐１２０６８Ｋ 冨 永 幸 雄 ７Ｃ‐１２０７０Ｍ 小 島 亜希子

７Ｃ‐１２０８２Ｋ 上 甲 晋 也 ７Ｃ‐１２１１２Ｍ 中 塩 愛 子

７Ｃ‐１２１９３Ｙ 近 藤 和 志 ７Ｃ‐１２１９４Ｋ 河 村 渉

７Ｃ‐１２２２１Ｙ 菅 礼 哉 ７Ｃ‐１２２２２Ｋ 上 田 誠

７Ｃ‐１２２３５Ｙ 清 水 幸 夫 ７Ｃ‐１２２６４Ｋ 寺 下 正 道

７Ｃ‐１２２７９Ｌ 毛 利 庄 一 ７Ｃ‐１２３０５Ｙ 瀧 野 起 一

７Ｃ‐１２３６２Ｋ 矢 野 慎一郎 ７Ｃ‐１２３６４Ｍ 岡 田 陽 介

７Ｃ‐１２３７６Ｋ 庭 瀬 裕 之 ７Ｃ‐１２４１７Ｙ 河 上 秀 子

７Ｃ‐１２４６１Ｌ 大 森 康 代 ７Ｃ‐１２５１３Ｐ 山 下 智 範

７Ｃ‐１２５５６Ｒ 佐々木 篤 史 ７Ｃ‐１２５５８Ｋ 岡 本 伸 行

７Ｃ‐１２６４１Ｙ 久 保 大 輔 ７Ｃ‐１２７５１Ｐ 渡 部 享

７Ｃ‐１２７６３Ｍ 岡 田 志 保 ７Ｃ‐１２７６５Ｐ 三 好 将太郎

７Ｃ‐１２８０６Ｎ 高 橋 香 織 ７Ｃ‐１２８４８Ｎ 濱 岡 一 生

７Ｃ‐１２８８９Ｍ 加 地 博 晃 ７Ｃ‐１２９０４Ｎ 窪 田 之 裕

７Ｃ‐１２９４８Ｒ 加 藤 里 菜 ７Ｃ‐１３００３Ｐ 黒 島 晶 子

７Ｃ‐１３０４３Ｍ 藤 田 裕 也 ７Ｃ‐１３１４１Ｍ 山 田 健 二

７Ｃ‐１３１５５Ｍ 家 藤 直 ７Ｃ‐１３１９７Ｍ 重 松 満

７Ｃ‐１３２９５Ｍ 兵 頭 岩 見 ７Ｃ‐１３３３８Ｎ 土居原 幸 子

７Ｃ‐１３３５５Ｙ 羽 藤 雄 三 ７Ｃ‐２００３１Ｐ 田 中 愛

７Ｃ‐２００７３Ｐ 大 西 千 里 ７Ｃ‐２００７４Ｒ 村 上 隆 志

７Ｃ‐２００８６Ｎ 長 井 聖 ７Ｃ‐２０１３０Ｒ 大 谷 晋 平

７Ｃ‐２０１８６Ｒ 明 智 圭 子 ７Ｃ‐２０２００Ｒ 宇都宮 豊

７Ｃ‐２０２１５Ｙ 田之内 克 典 ７Ｃ‐２０２２９Ｙ 松 本 武 士

７Ｃ‐２０２４３Ｙ 竹 本 茂 雄 ７Ｃ‐２０２５７Ｙ 大 平 將 司

７Ｃ‐２０２９９Ｙ 栗 尾 瑤 子 ７Ｃ‐２０３４０Ｒ 杉 田 哲 也

７Ｃ‐２０３８３Ｙ 越 智 保 緒 ７Ｃ‐２０３９８Ｋ 片 岡 満 正

７Ｃ‐２０４４０Ｋ � 野 早 人 ７Ｃ‐２０４４１Ｌ 岡 本 和 泰

７Ｃ‐２０４５４Ｋ 池 内 詳 貴 ７Ｃ‐２０５１１Ｌ 稲 垣 亜希子

７Ｃ‐２０５９５Ｌ 西 口 敬 三 ７Ｃ‐２０６９４Ｍ 藤 原 浩 光

７Ｃ‐２０７６７Ｒ 越 智 友 子 ７Ｃ‐２０７７９Ｎ 小 沢 英 二

７Ｃ‐２０８２０Ｍ 大 西 英 里 ７Ｃ‐２０８２１Ｎ 山 本 愛 弓

７Ｃ‐２０８７８Ｐ 大 倉 奈 緒 ７Ｃ‐２０９４７Ｎ 佐 伯 由美子

７Ｃ‐２１０６３Ｋ 宮 本 修治郎 ７Ｃ‐２１０８９Ｒ 中 村 茂

７Ｃ‐２１１０２Ｐ 真 鍋 明 広 ７Ｃ‐２１１１７Ｒ 大 澤 文 男

７Ｃ‐２１１２０Ｌ 川 本 香 織
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平成１５年１２月１２日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

表愛媛県県立中学校入学候補者選考の項口頭による開示請

求をすることができる場所の欄中「を併設する県立高等学校

」を削り、同表中

愛媛県県立高
等学校一般入
学者選抜に係
る学力検査

教科別得点及び合計
得点

「 愛媛県県立高
等学校一般入
学者選抜

調査書の各教科の学
習の記録の評定の合
計並びに学力検査の
教科別得点及び合計
得点

「

を
」 」

に改める。

平成１５年１２月１２日 印刷
平成１５年１２月１２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円１２４８
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